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   「議案第１８７号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」に対する修正案

の提出について 

 

 

上記の修正案を別紙のとおり、地方自治法第１１５条の３及び川崎市議会会議

規則第１６条の規定により提出いたします。 

 

令和元年１１月２５日 

 

川崎市議会議長  山 崎 直 史  様 

 

提出者  川崎市議会議員  月 本 琢 也 

 

                    〃     重 冨 達 也 

 

                    〃     吉 沢 章 子 

 

                    〃     大 西 いづみ 

 

                    〃     秋 田   恵 
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「議案第１８７号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」に対する修正案 

 

 「議案第１８７号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」の一部を次のように

修正する。 

 

 第１条第１項中「２，８８８，９７１千円」を「２，８８８，４８５千円」に、

「７５５，２５７，４２７千円」を「７５５，２５６，９４１千円」に改める。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入の表中「４７７，６１６」を「４７７，１３０」

に、「３６４，２０５，４１７」を「３６４，２０４，９３１」に、「１９４，

０７５，６７６」を「１９４，０７５，１９０」に、「２，８８８，９７１」を

「２，８８８，４８５」に、「７５５，２５７，４２７」を「７５５，２５６，

９４１」に改める。 

第１表歳入歳出予算補正の歳出の表中「１８１，５６８」を「１８１，１５４」

に、「４９，８５３，５４６」を「４９，８５３，１３２」に、「１７８，０８

７」を「１７７，６７３」に、「３１，８６９，７５７」を「３１，８６９，３

４３」に、「２２８，５１０」を「２２８，４３８」に、「１０５，９５５，８

４４」を「１０５，９５５，７７２」に、「１９４，９５３」を「１９４，８８

１」に、「３５，５５４，１６７」を「３５，５５４，０９５」に、「２，８８

８，９７１」を「２，８８８，４８５」に、「７５５，２５７，４２７」を「７

５５，２５６，９４１」に改める。 
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提 案 理 由 

 

 市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長の期末手当の額を改定しないことと

するため修正するものである。 

 

 
 

  




















